














第 6 条　　市は、 旧優生保護法被害者等に対し、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する

一時金の支給等に関する法律 （平成３１年法律第 14 号。 以下 「一時金法」 という。） に基づく一時金

の請求手続に係る問題その他の旧優生保護法被害者等が抱える問題についての相談に応じ、 必要な

情報の提供及び助言を行うとともに、 法律、 医療又は福祉に係る機関その他の関係機関等との連絡

調整を行うものとする。

２　　市は、 前項の規定に基づく相談、 情報の提供及び助言並びに連絡調整 （以下 「相談等」 という。）

を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

３　　市は、 相談等を行うときは、 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定の趣旨

にのっとり、 個人情報を適切に管理しなければならない。

４　　市は、 この条例に基づく支援が旧優生保護法被害者等に適切に提供されるよう、 それぞれの障害

及び社会的障壁の内容に応じて必要とされる合理的配慮を踏まえた周知及び広報を行うものとする。

◆相談、 情報提供等







20 21

優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント



22 23

優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント



24 25

優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント



26 27

資 料 

優生被害者支援アドバイザー ・関係者からのコメント



28 29





32 33



34 35



36 37








